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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画像の１フレームを分割したサブフレームごとに、表示素子の駆動の極性を反転させ
て表示する画像表示装置に提供する表示画像データを作成する画像処理装置であって、
　動画像の着目フレームの画像から第１のサブフレームの画像および第２のサブフレーム
の画像を作成するサブフレーム作成手段と、
　前記第１のサブフレームの画像と前記第２のサブフレームの画像との差分を算出する差
分検出手段と、
　前記差分を累積して累積値を得る累積手段と、
　前記累積値に基づいて前記第１のサブフレームの画像と前記第２のサブフレームの画像
に対する補正値を算出する補正値算出手段と、
　前記補正値に基づいて前記第１のサブフレームの画像と前記第２のサブフレームの画像
を補正し、前記累積値から前記補正値に基づく値を減じる補正手段と、
を有することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記補正手段は、前記第１のサブフレームの画像および前記第２のサブフレームの画像
に対し、それらの絶対値の差分が小さくなるように、前記補正値に基づく補正を行うこと
を特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記補正手段は、前記第１のサブフレームの画像および前記第２のサブフレームの画像
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に対し、一方には前記補正値を加算し、他方には前記補正値を減算することを特徴とする
請求項２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記補正値は、前記累積値に比例し、その比例係数は０より大きくかつ１より小さいこ
とを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記サブフレーム作成手段は、前記着目フレームの画像を高周波成分と低周波成分に分
離し、前記第１のサブフレームの画像に前記高周波成分と前記低周波成分の両方を反映さ
せ、前記第２のサブフレームの画像に前記低周波成分のみを反映させることを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記サブフレーム作成手段は、前記第２のサブフレームの画像を、前記着目フレームの
画像と、該着目フレームに時間的に隣接するフレームの画像と、における前記低周波成分
の平均値として作成することを特徴とする請求項５に記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記サブフレーム作成手段は、前記第２のサブフレームの画像を、前記着目フレームの
画像に対する動き補償に基づいて作成することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１
項に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　さらに、前記補正手段により補正された前記第１のサブフレームの画像および前記第２
のサブフレームの画像の少なくともいずれかが、画素値の許容範囲を逸脱した場合に、こ
れを該許容範囲に収まるように補正する飽和処理手段を有し、
　前記飽和処理手段は、前記第１のサブフレームの画像および前記第２のサブフレームの
画像について、前記補正手段による補正値と、該飽和処理手段による補正値との差分を、
前記累積値に加算することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の画像処理
装置。
【請求項９】
　動画像の１フレームを分割したサブフレームごとに、表示素子の駆動の極性を反転させ
て表示する画像表示装置に提供する表示画像データを作成する画像処理方法であって、
　サブフレーム作成手段が、動画像の着目フレームの画像から第１のサブフレームの画像
および第２のサブフレームの画像を作成するサブフレーム作成ステップと、
　差分検出手段が、前記第１のサブフレームの画像と前記第２のサブフレームの画像との
差分を算出する差分検出ステップと、
　累積手段が、前記差分を累積して累積値を得る累積ステップと、
　補正値算出手段が、前記累積値に基づいて前記第１のサブフレームの画像および前記第
２のサブフレームの画像に対する補正値を算出する補正値算出ステップと、
　補正手段が、前記補正値に基づいて前記第１のサブフレームの画像および前記第２のサ
ブフレームの画像を補正し、前記累積値から前記補正値に基づく値を減じる補正ステップ
と、
を有することを特徴とする画像処理方法。
【請求項１０】
　コンピュータで実行されることにより、該コンピュータを請求項１乃至８のいずれか１
項に記載の画像処理装置として機能させることを特徴とするコンピュータプログラム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のコンピュータプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ
読取可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像処理装置および画像処理方法に関し、特に、動画像の１フレームを分割し
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たサブフレームごとに表示素子の駆動の極性を反転させて表示する画像表示装置用の表示
画像データを作成する画像処理装置および画像処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、テレビジョン等の動画表示装置といえばＣＲＴが代表的であったが、近年では、
所謂液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＦＥＤディスプレイ等が実用化され、様
々な表示方式によるディスプレイが混在する状況となった。それぞれの表示方式によって
は、もちろん表示方法が異なる。例えば、液晶デバイスに基づく表示装置（直視型液晶表
示装置、液晶リアプロジェクター、液晶フロントプロジェクター等）においては、スキャ
ンの方法は複数あるが、何れの場合も、夫々の画素部分ごとに光が出力される期間は１フ
レーム中の大半を占める。それ故、このような表示装置は、ホールド型表示装置と言われ
る。
【０００３】
　一方、ＣＲＴやＦＥＤ等においては、夫々の画素部分ごとに光が出力されるのは、１フ
レーム中１回であり、かつ発光時間はフレームの長さに比べて十分短く、通常はおよそ２
msec以内である。それ故、このような表示装置は、インパルス型表示装置と言われる。
【０００４】
　さらには、所謂プラズマディスプレイ、フィールドシーケンシャルディスプレイ等、上
述した分類とは異なるタイプの表示装置もある。
【０００５】
　夫々のタイプの表示装置は、以下に示すような特徴を有する。
【０００６】
　１）ホールド型表示装置は、フレーム時間内のほとんどの時間において発光するため、
光強度の時間的偏りが少なく、フリッカーがほとんど観測されない。しかしながら、追従
視（動画像において動く部分を視線で追いかける見方）を行うと、フレーム内での発光期
間の長さに応じて、「動きぼけ」が相対的に大きく観測される。なお、ここで言う「動き
ぼけ」とは、表示デバイスの応答特性に起因するものとは異なるものである。
【０００７】
　２）インパルス型表示装置は、フレーム期間内で発光する時間が非常に短いため、光強
度の時間的偏りが大きく、フレームに同期したフリッカーが観測される。しかし、追従視
における「動きぼけ」はほとんど観測されず、静止している部分と大差の無い解像度が得
られる。
【０００８】
　一般に、表示装置における発光の期間は表示方式や表示デバイスごとに異なり、上記１
），２）は、発光期間の長短で両極端に位置付けられる。また、発光期間と動きぼけの大
きさはおよそ比例すると言われており、それぞれの方式における発光期間が長いほど、追
従視における動きぼけは大きく、逆に発光期間が短いほど、動きぼけは少ない。一方、フ
レームに同期したフリッカーに関しては、発光期間が長いほど小さく、発光期間が短いほ
ど大きく観測される。このように発行期間について、動きぼけとフリッカーとはトレード
オフの関係にある。
【０００９】
　これら２つの課題を同時に解決する方法が、フレーム周波数をＮ倍化することである。
実際には多くの場合、Ｎ＝２すなわち倍速化される。このようにフレーム周波数を倍速化
することにより、それぞれの倍速フレームにおける発光時間は半分になり、従って動きぼ
けも約半分になる。一方、フリッカーに関しても、例えばもとのフレーム周波数が60Hzの
場合、倍速化して120Hzにすることにより、フリッカーの周波数を人間の目の応答特性の
範囲外に追いやることができ、結果的にフリッカーは観測されなくなる。
【００１０】
　このように、フレーム周波数を倍速化（一般化するとＮ倍化）する効果は大きいのであ
るが、新たな問題が発生する。
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【００１１】
　例えば、もとの画像信号のフレーム周波数が60Hzの場合、画像の情報は1/60秒単位に更
新される。従って、これを倍速化して120Hzの表示を行う場合、必要とする画像の情報が
１枚おきに欠落した状態となる。その対策としてまず考えられるのは、例えば倍速であれ
ば同一の画像を２回ずつ表示することである。しかしながら、この方法ではフリッカーは
解決できるものの、動きぼけに関してはもとの画像と同じである。また、インパルス型の
場合は追従視にともなって２重の画像が見えてしまう。
【００１２】
　フレーム周波数を倍速化する方法として、主に以下に示す２つの方法がある。
【００１３】
　まず第１の方法は、もとの画像のオブジェクトの動きを検出して、２つのフレーム間の
画像を推定算出する方法であり、一般に「動き補償に基づく中間画像挿入方法」等と称さ
れる。この第１の方法によれば、演算量が膨大になることや、特定の条件において推定を
誤ってしまう、等の問題がある。
【００１４】
　また第２の方法は、まず、入力画像に対してフレーム毎にフィルター処理を行い、動き
ぼけに大きく関与する空間周波数の高周波成分と、フリッカーに大きく関与する低周波成
分を分離する。そして、高周波成分を一方のサブフレーム（元のフレームに対応する２つ
の倍速フレームの一方）に集中させ、低周波成分を両方のサブフレーム（元のフレームに
対応する２つの倍速フレームの両方）に分配して表示する方法である。（例えば、特許文
献１，２，３参照）。以下、この第２の方法を「空間周波数分離によるサブフレーム表示
方式」と表現する。
【特許文献１】特開平６－７０２８８公報
【特許文献２】特開２００２－３５１３８２公報
【特許文献３】ＵＳ２００６／０２２７２４９Ａ１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかしながら、上記第２の方法である「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」
を特定の表示装置に対してそのまま適用すると、以下のような問題があった。
【００１６】
　一般に、液晶を用いた表示装置においては、液晶パネルを直流バランスの崩れた状態で
駆動すると、電極間に電荷が蓄積して画質上の弊害が生じる。これを回避するために、所
定の周期ごとに駆動の極性を反転させ、電極間にかかる電圧の直流オフセットをキャンセ
ルさせる。この反転の周期は１フレームの場合もあれば、１フレームを均等に分割したサ
ブフレームである場合もある。
【００１７】
　このように、フレームあるいはサブフレームごとに反転するフレーム反転交流駆動を行
う場合、その反転する１組の表示は、直流オフセットを画素ごとに回避するという目的を
考えれば同一の画像である必要がある。しかしながら、同一信号であっても、デバイスを
正側に駆動する場合と負側に駆動する場合とでは、駆動電圧に対する表示の感度あるいは
非線形特性が必ずしも同一あるいは対称ではない。したがって、正側に駆動した場合と負
側に駆動した場合とで輝度が僅かに異なり、その結果フリッカーが生じてしまう。
【００１８】
　直視型の液晶ディスプレイにおいては、このフリッカーを見えなくするために、上述し
たフレーム反転を行うと同時に、空間方向に画素ごとの（例えば市松模様に）極性を反転
させる、いわゆる画素反転を行っている。または、縦または横のラインごとに極性を反転
させる、いわゆるライン反転を行っている。
【００１９】
　一方、リアプロジェクターやフロントプロジェクターのように、マイクロディスプレイ
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を用いて投影表示を行う方式においては、上述した画素反転あるいはライン反転を行うと
、以下のような不具合が生じる。すなわち、反転領域どうしの電界の漏洩（所謂、ディス
クリネーション）が起こり、表示画像に悪影響を及ぼす。従ってこのようなマイクロディ
スプレイにおいては、空間方向の反転、すなわち画素反転またはライン反転を行わず、時
間方向すなわちフレーム反転のみを行うため、フリッカーが生じてしまう。
【００２０】
　そこでマイクロディスプレイにおいては、フリッカーを人間に見えなくするために、表
示装置のリフレッシュレートを２倍にすることによってフリッカーの周波数を倍にしてい
る。例えば、表示する元の画像がフレーム周波数60Hzである場合は、表示デバイスのリフ
レッシュレートを120Hzとすることにより、フリッカーの周波数も120Hzとなる。このよう
な120Hzのフリッカーは、人間の目では認識できる周波数限界を大幅に越えているため、
結果としてフリッカーの問題は解決される。
【００２１】
　以上説明したように、マイクロディスプレイにおいて「空間周波数分離によるサブフレ
ーム表示方式」を実施するために、表示デバイスを倍速化し、さらに120Hzでの倍速フレ
ーム反転を行った場合、以下のような問題が発生する。すなわち、倍速フレーム反転にお
いて、デバイスを正側に駆動する際の画像と負側に駆動する際の画像が異なるため、デバ
イス駆動時の直流バランスがそれぞれの画素で偏る。これにより、液晶マイクロディスプ
レイ等においては、画素ごとに電荷の蓄積が起こり、その結果、前の画像の残像が残る等
の問題が発生する。
【００２２】
　このような問題を解決するために、倍速フレーム反転とは別に、さらに長い周期で全体
の極性を反転させる方法が考えられるが、長い周期で極性を反転させると、輝度や色見の
変化が目立ってしまい、画質的に問題がある。
【００２３】
　本発明は上述した問題を解決するためになされたものであり、以下の機能を有する画像
処理装置および画像処理方法を提供することを目的とする。すなわち、表示装置において
サブフレームごとの反転駆動を行う際に、隣接するサブフレームにおいて互いに異なる画
像を表示しても、画素ごとの電荷の蓄積を防止するように表示画像データを作成する。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　上記目的を達成するための一手段として、本発明の画像表示装置は以下の構成を備える
。
【００２５】
　すなわち、動画像の１フレームを分割したサブフレームごとに、表示素子の駆動の極性
を反転させて表示する画像表示装置に提供する表示画像データを作成する画像処理装置で
あって、動画像の着目フレームの画像から第１のサブフレームの画像および第２のサブフ
レームの画像を作成するサブフレーム作成手段と、前記第１のサブフレームの画像と前記
第２のサブフレームの画像との差分を算出する差分検出手段と、前記差分を累積して累積
値を得る累積手段と、
　前記累積値に基づいて前記第１のサブフレームの画像および前記第２のサブフレームの
画像に対する補正値を算出する補正値算出手段と、前記補正値に基づいて前記第１のサブ
フレームの画像および前記第２のサブフレームの画像を補正する補正手段と、を有するこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　以上の構成からなる本発明によれば、表示装置においてサブフレームごとの反転駆動を
行う際に、隣接するサブフレームにおいて互いに異なる画像を表示しても、画素ごとの電
荷の蓄積を防止するように、表示画像データを作成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００２７】
　以下、添付の図面を参照して、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳細に説明する
。なお、以下の実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に限
定されるものではない。
【００２８】
　＜第１実施形態＞
　●本実施形態の動作概要
　まず、本発明に係る一実施形態について、その概要を説明する。本実施形態は、上記従
来例に示した「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」に対する改善を提案するも
のである。
【００２９】
　本実施形態の画像処理装置によって作成された表示画像データを表示する画像表示装置
においては、上述した「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」を実現する。すな
わち、対向電極を有する液晶パネルを画素ごとに駆動して映像を表示する装置であり、動
画像の１フレームを複数のサブフレームに分けて、サブフレームごとに駆動の極性を反転
させる、いわゆるフレーム反転交流駆動を行うものである。
【００３０】
　本実施形態の画像表示装置においては、フレームレート60Hzの画像信号を、表示リフレ
ッシュレート120Hzで表示する。すなわち、本実施形態の画像処理装置では、フレームレ
ート60Hzの信号から、1/120秒のサブフレームを２つ作成することになる。
【００３１】
　図１は、本実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。同図によれば、入
力画像Ａ[i]から、スイッチ１２を介して２つのＯＵＴ出力すなわち第１および第２のサ
ブフレームを生成する際に、電荷蓄積抑制部１でサブフレームの蓄積電荷を制御すること
を特徴とする。なお、図１に示す各構成の詳細については後述する。
【００３２】
　図３は、図１に示す入力画像Ａ[i]の波形と、該入力画像Ａ[i]に基づいて作成された、
電荷蓄積抑制部１による補正前の、第１および第２のサブフレームに対応する画像Ｓ1[i]
，Ｓ2[i]の波形を、縦に時系列に並べたものである。ここで[i]は、入力画像のi番目のフ
レームまたは該フレームに対応する画像である旨を意味する。また、同図に示す各サブフ
レーム画像Ｓ1[i]，Ｓ2[i]の演算式については後述する。
【００３３】
　図３において、入力画像Ａ[i]の像が、同図左側部に示すように移動速度Ｖ(pixel/fram
e)で左方向に移動している場合を考える。これに対して追従視が行われた場合、移動して
いるオブジェクトは静止した像に見える。しかしながら、例えばＡ[i]が1/60秒の間表示
されていると、その時間に対応した動きぼけが観測される。このため、上記「空間周波数
分離によるサブフレーム表示方式」によって、動きぼけに関与する（もしくは動きぼけが
目立つ）空間的高周波成分を1/120秒のサブフレームの一方に集中させることができる。
これにより、動きぼけを改善し、かつ空間的低周波成分はそのまま表示される（すなわち
1/120秒のサブフレーム両方で表示される）ため、フリッカーの発生と輝度の低下を抑制
できる。
【００３４】
　ここで図４Ａに、従来の「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」における輝度
波形を示す。同図によれば、空間的高周波成分であるＨ成分（斜線部）を一方のサブフレ
ームに集中させていることが分かる。また図４Ｂは、図４Ａをそのまま倍速フレーム反転
した場合の輝度波形を示す。なお、これら輝度波形は駆動電圧を反映しているため、以降
は駆動波形とも称する。図４Ｂによれば、第１サブフレームに相当するＳ1[i]は正方向に
駆動されているが、第２サブフレームに相当するＳ2[i]は負方向に駆動されていることが
分かる。なお図４Ｂは、空間的高周波成分であるＨ成分（斜線部）が正の場合を表現して
いるが、これが負である場合もある。Ｈ成分が負の場合は、空間的低周波成分であるＬ成



(7) JP 5060200 B2 2012.10.31

10

20

30

40

50

分（網点部）からＨの大きさを引いた分だけ、正の方向に駆動される。
【００３５】
　図４Ｂによれば、駆動波形が全体として直流的に偏移している。これは、一方のサブフ
レームにのみ２Ｈに対応する駆動電圧（図中の斜線部分）が加算されているので、輝度波
形としては正側と負側が対称ではなく、高周波成分Ｈに対応する分だけ正の方向にオフセ
ットしている状況であると考えることができる。駆動波形にこのようなオフセットがある
場合、１フレームごとに画素に僅かな電荷が蓄積されて行き、時間の経過とともに残像な
どが発生して画像に悪影響を及ぼすとともに、液晶の特性も劣化させてしまう。
【００３６】
　本実施形態では、所定の時間応答性を持ちつつこの駆動波形を上下に補正することによ
って、直流偏差に基づく電荷蓄積を解消することを特徴とする。
【００３７】
　ここで、もとの駆動波形に対して単純に補正をかけてオフセットを解消することもでき
るが、これでは通常の矩形波形による駆動と同様となり、上記「空間周波数分離によるサ
ブフレーム表示方式」を用いた意味が無くなってしまう。
【００３８】
　本実施形態では、実際の表示輝度信号の１フレームあたりのオフセット値すなわち第１
サブフレームと第２サブフレームの差分の累積値を監視する。そして、該累積値が実際の
電荷蓄積量に比例するとみなし、該累積値すなわち電荷蓄積量に応じて、駆動波形を上下
に補正する。これにより、電荷蓄積の増大を防止し、時間の経過によって電荷蓄積そのも
のが解消される。
【００３９】
　●本実施形態の動作詳細
　以下、本実施形態における基本的な動作について、詳細に説明する。
【００４０】
　本実施形態を説明するに先立ち、その理解を容易とするために、まず本実施形態に対応
する従来例について説明する。
【００４１】
　図１７は、従来の表示画像データを作成する画像処理装置において「空間周波数分離に
よるサブフレーム表示方式」を適用した例を示す図である。図１７に示す構成では、入力
された着目フレームの画像信号Ａ[i]がＬＰＦ（ローパスフィルタ）２に送られて空間的
低周波成分Ｌ[i]が作成される。このＬ[i]と、もとのＡ[i]が減算器３，加算器４を通る
ことにより、空間的高周波成分Ｈ[i]、第１サブフレームの表示信号Ｓ1[i]、および第２
サブフレームの表示信号Ｓ2[i]が以下の式に基づいて作成される。すなわち、ＬＰＦ２，
減算器３，加算器４によりサブフレーム作成がなされる。なお、以下に示す式においてLP
F(）は二次元的ローパスフィルタを意味する。
【００４２】
　　　Ｌ[i]＝LPF(Ａ[i])　　　　　　　・・・式1-0
　　　Ｓ1[i]＝Ａ[i]＋Ｈ[i]　　　　　　・・・式1-1-1
　　　　　　＝Ｌ[i]＋２Ｈ[i]　　　　　・・・式1-1-2
　　　Ｓ2[i]＝Ｌ[i]　　　　　　　　　・・・式1-2
　図１７において、第１サブフレーム用のＳ1[i]と、第２サブフレーム用のＳ2[i]はそれ
ぞれ、スイッチ１２に送られ、1/120秒で切替えながら交互に出力される。
【００４３】
　次に図１を用いて、本実施形態における画像処理装置における動作を示す。図１におい
ては、上述した図１７に示す従来の構成に対し、一点鎖線で囲んだ電荷蓄積抑制部１が追
加されていることを特徴とする。図１に示す構成によれば、図１７と同様に作成されたサ
ブフレーム画像Ｓ1[i]，Ｓ2[i]を電荷蓄積抑制部１で監視して補正値を算出する。そして
補正部１０，１１で該補正値に基づいてＳ1[i]，Ｓ2[i]を補正して、それぞれを第１，第
２のサブフレーム用信号Ｓ11[i]，Ｓ22[i]に置き換える。補正後のＳ11[i]とＳ22[i]は、
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スイッチ１２で切り替えられ、交互に出力される。
【００４４】
　以下、本実施形態の電荷蓄積抑制部１の構成および動作について説明する。
【００４５】
　まず、入力された第１，第２のサブフレーム画像Ｓ1[i]，Ｓ2[i]は差分検出部５に入力
される。差分検出部５では、これらの差分、すなわち従来の「空間周波数分離によるサブ
フレーム表示方式」で算出される第１サブフレーム用の画像から、第２サブフレーム用の
画像を引いた差分値画像Sabun[i]を算出する（式2-3）。
【００４６】
　差分検出部５で算出された差分値画像Sabun[i]は、積分部６においてフレームごとに積
分され、その積分値に比例した値の画像（補正量画像）が出力される。この積分部６にお
ける動作は一般的なコンデンサの充放電に例えることができる。そのため、以下では入力
される差分値画像を加算量charge[i]、出力される補正値画像を減算値discharge[i]と表
現する（式2-4）。
【００４７】
　　　Sabun[i]＝S1[i]－S2[i]　　　　・・・式2-3
　　　　　　　＝charge[i]　　　　　　・・・式2-4
　ここで積分部６は、演算部７とフレームメモリ８とからなり、後述する式2-7,8,9に従
い、加算量charge[i]と仮想的累積値Sum[i]に基づいて、サブフレームの補正量を示す減
算値discharge[i]を決定する。この処理は、画像データとして画素ごとに独立して実行さ
れる。
【００４８】
　補正部１０，１１はそれぞれ、第１，第２のサブフレーム用の画像に対して補正を施す
が、このときの補正量は、乗算器９において減算値discharge[i]を1/2倍した値とする（
式2-5）。以上のように補正値算出がなされると、該補正値を第１のサブフレーム用の画
像からは差し引き（式2-6-1）、第２のサブフレーム用の画像には加算する（式2-6-2）。
このような補正により、第１のサブフレーム用の画像から第２のサブフレーム用の画像を
差し引いた値は、discharge[i]の分だけ小さい値となり、これが補正後の直流オフセット
値となる。
【００４９】
　　　Hosei[i]＝discharge[i]／2　　　・・・式2-5
　　　Ｓ11[i]＝Ｓ1[i]－Hosei[i]　　　・・・式2-6-1
　　　Ｓ22[i]＝Ｓ2[i]＋Hosei[i]　　　・・・式2-6-2
　なお、補正部１０，１１における補正は上記加減算に限らず、第１のサブフレーム用の
画像と第２のサブフレーム用の画像の絶対値の差分が小さくなるように行えば良い。
【００５０】
　以下、積分部６における減算値discharge[i]および差分画像の累積値Sum[i]の算出手順
を説明する。なお、全ての計算は各画素ごとに独立して行われ、画素間の相関は無い。
【００５１】
　まず演算部７では、以下の式2-7に示す漸加式に基づく演算が行われる。
【００５２】
　　Sum[i+1]－Sum[i]＝charge[i]－discharge[i]　　　・・・式2-7
　ここでSum[i]は、ｉ番目のフレームにおける差分画像の累積値であり、実際に液晶パネ
ルに表示される画像の直流偏差に起因して蓄積している電荷に対応している。Sum[i]はフ
レームメモリ８に保持されている。
【００５３】
　式2-7の左辺は、累積値Sumの１フレームあたりの変化である。また、右辺のcharge[i]
は、差分検出部５から入力されてフレームごとにSum[i]に加算される分であり、discharg
e[i]は、フレームごとにSum[i]から減算される分である。上記式2-5によれば、discharge
[i]は補正部１０，１１における補正値Hosei[i]の２倍の値となる。
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【００５４】
　ここで、積分部６におけるdischarge[i]の決定方法について説明する。本実施形態にお
いては、コンデンサーの充放電に類似した現象を示す系、すなわち１階の線形微分方程式
が成立する系を提案している。
【００５５】
　まず、放電量（減算量）discharge[i]は、そのときの蓄積量Sum[i]に比例した大きさと
して定義されなければならない（式2-8）。
【００５６】
　　　discharge[i]＝α*Sum[i]　（0＜α＜1）　　　・・・式2-8
　ここで、式2-8を式2-7に代入することにより、以下の式2-9が得られる。
【００５７】
　　　Sum[i+1]－Sum[i]＝charge[i]－α*Sum[i]　　　・・・式2-9
　この漸加式2-9は、以下の微分方程式2-10と同じ意味をなす。
【００５８】
　　　ｄSum(t)／ｄt＝charge(t)－α*Sum(t)　　　・・・式2-10
　式2-9までは、[i]を用いてｉ番目のフレームという形式で時間軸を表していたが、式2-
10では、(t)を用いた時間の関数となる。式2-10でcharge(t)に一定値を入れれば、その解
は、初期値から始まって該一定値に収束する指数関数となる。実際の演算は式2-9の漸加
式に従って、フレームが１つ進むごとに順番に計算される。
【００５９】
　ここで、比例係数αは正の定数であるが、数学的には0＜α＜1の間で定義される。実際
には、αの大きさによって本実施形態の挙動が大きく変化するため、液晶パネルの特性に
応じて、αを適切な値に設定する必要がある。αが相対的に大きい場合には、charge[i]
に対するdischarge[i]の応答が早まり、一時的にフレームメモリ８に累積される値（すな
わち実際にデバイスに蓄積される電荷に相当）の値は相対的に小さく抑えられる。一方、
αが相対的に小さい場合には、charge[i]に対するdischarge[i]の応答が遅くなり、一時
的にフレームメモリ８に累積される値は相対的に大きいものとなる。
【００６０】
　charge[i]に対するdischarge[i]の応答が遅い方が、本実施形態の補正に伴う弊害が画
質上に影響しにくい、あるいは「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」の効果を
十分生かすことができるため好都合である。しかしながらこの場合、累積値が常に大きく
なりがちな傾向であるので、電荷の蓄積状態が画像に表れやすくなる。
【００６１】
　したがって、αの値としては場合ごとに適切な値を設定するようにして、バランスよく
構成するのが望ましい。本実施形態では以下の具体例において、α＝0.1の事例を提案し
ている。
【００６２】
　●本実施形態の具体的動作
　以下、ある典型的なパターンを例として、本実施形態における具体的な動作を説明する
。図５に、以下の説明に用いる画像パターンを示す。図５に示す画像パターンは、幅１画
素の暗い線（輝度３０％）と、幅１画素の明るい線（輝度７０％）からなる縞模様が、縞
と直角な方向に１フレームあたり１画素の速度Ｖで移動するものである。このとき、「空
間周波数分離によるサブフレーム表示方式」においては、低域成分Ｌのレベルは輝度５０
％であり、明るい部分のＨ成分の値は２０％、暗い部分のＨ成分の値は－２０％の輝度レ
ベルである。
【００６３】
　図５に示す縞パターンは、１フレームあたり１画素の速度Ｖで移動するため、特定の画
素に着目した駆動波形のフレームごとの推移は、図１０の１００１に示すようになる。こ
の場合、第１サブフレームと第２サブフレームの直流偏差は２Ｈに等しく、１フレームご
とに正になったり負になったりするため、電荷の蓄積は起こらない。
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【００６４】
　しかしながら、例えば２Ｈが正の状態のときにこの縞パターンの移動が止まった場合、
図１０の１００２に示すように、特定の画素に着目した駆動波形は、正の方向に２Ｈの分
だけ直流偏差が発生した状態が連続することとなる。この場合、該当する画素には正の方
向に電荷が蓄積してゆく。一方、２Ｈが負の状態のときにこの縞パターンの移動が止まっ
た場合、特定の画素に着目した駆動波形は、負の方向に２Ｈの分だけ直流偏差が発生した
状態が連続することとなり、該当する画素には負の方向に電荷が蓄積してゆく。
【００６５】
　本実施形態においては、図１０の１００２に示すような偏移のかかった駆動波形に対し
、所定の時定数を持った補正をかけることを特徴とする。この補正により、所定時間（所
定のフレーム数）の後、駆動波形の正方向、負方向のバランスが取れた状態にまで到るよ
うに制御する。そして、駆動波形の直流偏差が無い状態になった際に、さらなる電荷の蓄
積が抑制される。以下、本実施形態における補正処理について説明する。
【００６６】
　図１０の１００３は、本実施形態における補正が開始される様子を表したものである。
１００３の左端は、縞パターンが止まった直後の駆動波形（１００１の奇数番目の波形ま
たは１００２の波形に同様）を示す。この駆動波形が、所定のフレーム数の経過後にマイ
ナス方向にシフトしていき、１００３右端に示されるように補正量が一定値に達して安定
する。１００３右端すなわち安定状態に達した時、補正量は２Ｈの半分、すなわちＨとな
り、このタイミングが駆動波形の正方向と負方向のバランスが取れた状態であり、さらな
る電荷の蓄積を止めることができる。
【００６７】
　図１０の１００４は、縞パターンが、１００３の右端に相当する安定状態から再び動き
出した状態を示す。画像が動いていれば２Ｈは交互に正、負となるので電荷蓄積は起こら
ず、上述のような補正を行う必要は無い。従って、１００３に示した補正を徐々に解除し
ていき、所定数のフレーム経過後（１００４では４フレーム経過後）に、１００４の右端
のような駆動波形となる。
【００６８】
　縞パターンが移動する状態が続く限り、２Ｈ成分は同じ絶対値で正、負を繰り返すため
、全体として直流偏差がない状態を維持することができる。
【００６９】
　図１０の１００１～１００４の動作におけるそれぞれの値の時間変化の様子、すなわち
電荷蓄積の経過の一例を図６，図７に示す。図７は、式2-9においてα＝0.1とした場合で
ある。図６，図７において、横軸はフレーム数、縦軸は１回の差分画像で蓄積する電荷相
当量を１とした時の電荷相当量を表し、ここで示す全てのパラメータを同じスケールで表
すことができる。なお、後述する図８，図９，図１３，図１４についても、同様である。
【００７０】
　ここで、図５に示す縞パターンの動作は以下の通りであるとする。まず、フレーム番号
０～３０の期間は、図５に示す縞パターンが、縞と直角な方向に１フレームあたり１画素
の速度Ｖで移動する。そしてフレーム番号３１～９０の期間は、この移動が停止する。そ
してフレーム番号９１以降で、縞パターンの移動が再開する。
【００７１】
　図６は、本パターンにおけるcharge[i]（＝Sabun[i]）を表している。同図に示すよう
に、フレーム番号０～３０の期間とフレーム番号９１以降では蓄積放電を繰り返すが、フ
レーム番号３１～９０の期間では蓄積する状態が継続される。
【００７２】
　図７は、本実施形態を適用しない場合（すなわち従来例)における電荷の累積値Sum0[i]
と、本実施形態を適用した場合の電荷の累積値Sum[i]、およびdischarge[i]を示す。
【００７３】
　図７に示すように、Sum0[i]はフレーム番号３１～９０の期間に直線的に増大する。一
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般的な液晶マイクロディスプレイにおいては、この状態が数分間継続すると、電荷の蓄積
が所定のレベルを超え、残像が残るなどの弊害が発生し、表示装置としては重大な問題と
なってしまう。
【００７４】
　本実施形態を適用した場合のSum[i]においても、縞パターンの画像が停止した直後（フ
レーム番号３０～４０前後）は、電荷が蓄積し始める。しかしその後、２０～３０フレー
ムが経過した時点で一定値に達し、それ以降は電荷累積値の増大が抑制される。
【００７５】
　Sum[i]は、フレーム番号９１の時点で縞パターンの移動が再開されるため、一旦、平衡
点に達していた電荷がこれ以降は放電する方向に向かい、いずれ電荷が０の状態に収束す
る。ここで、例えばフレーム番号９０以降のフレームでも縞パターンの停止状態が継続し
たとしても、蓄積電荷は一旦平衡に達した以降はそれ以上増大しない。
【００７６】
　図７において、一番下に示される曲線がdischarge[i]である。ここではα＝0.1である
ため、discharge[i]はSum[i]の１／１０の大きさであり、符号は反対である。フレーム番
号６０前後で蓄積電荷が平衡に達してからは、電荷を加算するcharge[i]（図６）と電荷
を減算するdischarge[i]（図７）は同じ値に収束する。
【００７７】
　以上、本実施形態においてα＝0.1とした場合を例として説明した。次に、本実施形態
においてαをもう少し大きい値もしくは小さい値に設定した場合の挙動を説明する。
【００７８】
　図８は、上述した図７に対してα＝0.01の場合を示し、同様に図９はα＝0.5の場合を
示す。
【００７９】
　図８に示すように、αが相対的に小さいと減算値（放電量）が小さいので、累積値（Su
m[i]）がすぐに収束せず、また、収束する値自体が大きい。この収束値が大きすぎると、
先に述べた残像現象が現れてしまう。また、画像が再び動きはじめても、電荷の放電に時
間がかかり、その応答の悪さが画像に影響を与えてしまう。
【００８０】
　図９に示すように、αが相対的に大きいと減算値（放電量）が大きいので、累積値（Su
m[i]）がすぐに収束し、また、収束する値自体が小さい。このような場合は、駆動波形に
おける補正値の変化が鋭敏であり、例えば動画のなかで特定の画素の輝度レベルがごく短
時間同じ値を示しただけで本発明の補正が効いてしまい、この補正の影響が動画像の不適
切パターンとして認識できるレベルに現れてしまう。
【００８１】
　以上のように、αの値は小さすぎても大きすぎても画質に悪影響を及ぼしてしまうため
、液晶パネルの状況に応じて最適な値を設定することが望ましい。
【００８２】
　以上説明したように本実施形態によれば、１フレームあたりのオフセット値である第１
サブフレームと第２サブフレームの差分の累積値すなわち電荷蓄積量に応じて、駆動波形
を上下に補正する。このような電荷蓄積制御を行うことにより、電荷蓄積の増大を防止し
、ひいては電荷蓄積そのものを解消し、動画像を好適に表示することができる。
【００８３】
　＜第２実施形態＞
　以下、本発明に係る第２実施形態について説明する。第２実施形態においては、上述し
た第１実施形態で示した電荷蓄積制御を、さらに良好な動画再生を可能とする構成に対し
て適用することを特徴とする。
【００８４】
　本出願人は、上述した第１実施形態において図１７に示した構成による「空間周波数分
離によるサブフレーム表示方式」に対し、さらなる改善を加えた技術を提案している。図
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１８に、本出願人によって提案されている、「空間周波数分離によるサブフレーム表示方
式」を実現する構成例を示す。
【００８５】
　上述した第１実施形態で図１７に示した従来の構成においては、空間的高周波成分Ｈ[i
]の表示と空間的低周波成分Ｌ[i]の表示とで、時間的な重心が異なる。これにより、追従
視した際の像においてオブジェクトの移動方向とその反対の方向とで非対称な歪み（いわ
ゆる尾引き）が発生してしまう。これに対して図１８に示す構成では、第２サブフレーム
を前後のフレームの低周波成分の平均値とすることにより、前記非対称な歪みの発生を防
止している。第２実施形態においては、図１８に示す構成に対して悪影響を与えないよう
に、第１実施形態と同様の電荷蓄積制御を行う。
【００８６】
　図１８に示す構成では、入力されたが画像信号Ａ[i]がＬＰＦ（ローパスフィルタ）２
２に送られて空間的低周波成分Ｌ[i]が作成される（式3-0）。このＬ[i]と、もとのＡ[i]
が減算器２３，加算器２４を通ることにより、空間的高周波成分Ｈ[i]、補正前の第１サ
ブフレームの表示信号Ｓ1[i]が作成される（式3-1-1,2）。なお、このＳ1[i]は１フレー
ム遅延部２に入力され、１フレーム前のＳ1[i-1]が出力される。ＬＰＦ２２で作成された
Ｌ[i]はまた、１フレーム遅延部２６に入力され、１フレーム前のＬ[i-1]が出力される（
式3-2）。このＬ[i-1]を加算器２７でＬ[i]と加算し、さらに乗算器２８で1/2倍すること
により、１フレーム前における第２サブフレームの表示信号Ｓ2[i-1]が作成される（式3-
3）。なお、以下に示す式において、DL()は現フレームの値を保存し、代わりにこれに対
応する１フレーム前の値をその内部のメモリより読み出すことを意味する。またLPF(）は
二次元的ローパスフィルタを意味する。
【００８７】
　　　Ｌ[i]＝LPF(Ａ[i])　　　　　　　・・・式3-0
　　　Ｓ1[i]＝Ａ[i]＋Ｈ[i]　　　　　　・・・式3-1-1
　　　　　　＝Ｌ[i]＋2Ｈ[i]　　　　　・・・式3-1-2
　　　Ｓ1[i-1]＝DL(Ｓ1[i])　　　　　　・・・式3-1-3
　　　Ｌ[i-1]＝DL(Ｌ[i])　　　　　　　・・・式3-2
　　　Ｓ2[i-1]＝(Ｌ[i-1]＋Ｌ[i])/2　　・・・式3-3
　図２は、第２実施形態における「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」を実現
するための構成を示すブロック図である。図２においては、上述した図１８に示す構成に
対し、第１実施形態と同様の制御を行う電荷蓄積抑制部２１を備える。第１実施形態にお
いては、従来例でＳＷ0に送られる信号を監視し、その信号に対して補正を行った。これ
に対し第２実施形態では図２に示すように、補正部３０，３１の位置における信号を監視
し、該信号に対して補正を行う。これにより、特に上述した式3-3に示すＳ2[i-1]に対し
て補正をかける場合に、Ｌ[i]にはi番目のフレームに対応する補正を、Ｌ[i-1]にはi-1番
目のフレームに対応する補正を施すことが可能となる。したがって、Ｓ11[i]，Ｓ22[i]そ
れぞれに対し、時間的なずれのない適切な補正を施すことが可能となる。
【００８８】
　このようにして得られたＳ11[i]，Ｓ22[i]（ブロック図中ではＳ11[i-1]、Ｓ22[i-1]）
を、スイッチ１２が1/120秒の周期で交互に切り替えて出力する。
【００８９】
　以下に、図２に示す構成における演算式をまとめて記述する。
【００９０】
　　　Ｌ[i]＝LPF(Ａ[i])　　　　　　　・・・式4-0
　　　Ｓ1[i]＝Ａ[i]＋Ｈ[i]　　　　　・・・式4-1-1
　　　　　　＝Ｌ[i]＋2Ｈ[i]　　　　　・・・式4-1-2
　　　Ｌ[i-1]＝DL(Ｌ[i])　　　　　　・・・式4-2-1
　　　Ｓ1[i-1]＝DL(Ｓ1[i])　　　　　・・・式4-2-2
　　　Ｓ11[i-1]＝Ｓ1[i-1]－Hosei[i-1]　　　・・・式4-3-1
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　　　Ｓ22[i-1]＝((Ｓ2[i]＋Hosei[i])＋(Ｓ2[i-1]＋Hosei[i-1]))/2　　・・・式4-3-2
　なお、第２実施形態においては式3-3に示すように、Ｓ2[i-1]を着目フレームのＬ[i-1]
とその１つ後のフレームのＬ[i]との平均として作成する例を示した。これはすなわち、
Ｓ1に対してＳ2を後に表示（出力）する場合の例であり、Ｓ2を先に表示する場合にも、
第２実施形態は適用可能である。Ｓ2を先に表示する場合には、Ｓ2を着目フレームとその
１つ前のフレームとの平均として作成すれば良い。すなわち、第２実施形態におけるＳ2
フレームは、着目フレームと、該着目フレームに時間的に隣接する、前後いずれかのフレ
ームにおける低周波成分の平均として作成されるものである。
【００９１】
　以上説明した様に第２実施形態によれば、追従視の際にオブジェクトの移動方向とその
反対の方向とに発生する非対称な歪みを抑制するような構成に対して、第１実施形態と同
様の電荷蓄積制御を行うことができる。
【００９２】
　＜第３実施形態＞
　以下、本発明に係る第３実施形態について説明する。第３実施形態においては、上述し
た従来で示したフレーム倍速化の第１の方法である「動き補償に基づく中間画像挿入方法
」によって作成された倍速画像を、倍速フレームごとに反転させてマイクロディスプレイ
に表示させる例を示す。
【００９３】
　図１１は、第３実施形態における「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」を実
現するための構成を示すブロック図である。同図において３０は、「動き補償に基づく中
間画像挿入方法」に基づく倍速画像を作成する倍速画像作成部である。第３実施形態にお
ける倍速画像は、１回おきに入力画像Ａ[i]が入り、その間に、動き補償によって計算さ
れたSm[i]が入る。第３実施形態においては、Ａ[i]とSm[i]の差分を積分部６の入力（電
荷の加算）とし、以降の構成における動作については上述した第１実施形態と同様である
ため、説明を省略する。
【００９４】
　第３実施形態における「動き補償に基づく中間画像挿入方法」は、第１実施形態で用い
た「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」のように意図的にサブフレーム間の信
号成分に差異をつけるものではない。したがって、Ａ[i]とSm[i]との間に明白な表示レベ
ルの差は現れない。しかしながら、動き予測に基づいて作成した挿入画像（中間画像）は
必ずしも、一枚のフレームをなす画像として、元の入力画像と同じレベルの画像であると
は限らない。第３実施形態では、さまざまな計算アルゴリズムにおいて、元画像と挿入画
像（中間画像）のレベルが長時間で見て統計的に差が出てしまうようなことがある場合に
、これに伴う電荷蓄積の増大を抑制することを特徴とする。
【００９５】
　図１２に、第３実施形態における駆動波形を示した。同図において、実線が一回おきに
現れる入力画像の駆動波形を示し、破線が入力画像の間に挿入される挿入画像（中間画像
）の駆動波形を示す。同図によれば、実線部の大きさと破線部の大きさの偏りが、比較的
少ないものの、長いスパンでは発生する場合がある。
【００９６】
　図１３、図１４は、第３実施形態においてランダムな画像を表示した場合の、電荷蓄積
の経過の一例を表したものである。なお、図１４は第１実施形態と同様にα＝0.1とした
。これらにおいて、フレーム番号０～３０の期間は、第１実施形態と同様に図５の縞パタ
ーンが移動する画像であり、駆動波形に直流的なオフセットが発生しない。フレーム番号
３１以降においては、何らかの画像に対して「動き補償に基づく中間画像挿入方法」を用
いた中間画像を挿入した場合であり、その計算処理の結果、統計的に直流的偏差が発生す
る場合を表している。
【００９７】
　図１３によれば、フレーム番号３１以降も表示波形の直流偏差はあまりないように見え
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るが、図１４によれば、図中上側の曲線（本発明を適用しない場合の蓄積電荷）Sum0[i]
が正の方向に増大してゆくことが分かる。すなわち、図１３におけるフレーム番号３１以
降の波形には、僅かながら直流的偏差があることが分かる。
【００９８】
　以上説明した様に第３実施形態によれば、「動き補償に基づく中間画像挿入方法」によ
る倍速画像を反転表示する際に、図１４に示すように電荷の蓄積量Sum[i]は増大してゆく
ことなく、所定のレベル内に収まるように制御することができる。
【００９９】
　なお第３実施形態は、必ずしも「動き補償に基づく中間画像挿入方法」による倍速画像
に限るものではなく、倍速フレーム反転を行うあらゆる倍速画像表示装置であって、かつ
統計的に直流偏差が発生する可能性がある方式であれば、適用可能である。
【０１００】
　＜第４実施形態＞
　以下、本発明に係る第４実施形態について説明する。第４実施形態においては、フレー
ムメモリ上での電荷の蓄積状態と、実際に液晶デバイス上での電荷の蓄積状態との差異を
さらに小さくすることを特徴とする。
【０１０１】
　図１５は、第４実施形態における「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」を実
現するための構成を示すブロック図である。同図に示す構成においては、補正部１０，１
１で補正しきれなかった分を積分部６に戻し、累積値Sum[i]にフィードバックする。第４
実施形態では、補正部１０，１１において、倍速画像作成部４０から提供される第１サブ
フレーム画像Ｓ1[i]と第２サブフレーム画像Ｓ2[i]に補正を施し、さらなる電荷蓄積を防
止するという点については上述した各実施形態と同様である。さらに、上述した補正部１
０，１１で補正しきれなかった分を算出するための飽和処理部１３を有することを特徴と
する。
【０１０２】
　一般に「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」においては、空間的高周波成分
を集中させた方のサブフレーム（第１サブフレーム）のレベルが計算上、表示の最大値（
100％レベル）を超えることがある。そのような場合には、超えた分を他方のサブフレー
ム（第２サブフレーム）に移動する。また、第１サブフレームのレベルが計算上、０レベ
ルを下回ることがあるが、そのような場合には、負になっている分を第２サブフレームか
ら移動させる。飽和処理部１３では、このような移動処理を制御する。
【０１０３】
　ここで、倍速画像作成部４０からの出力をＳ1[i]，Ｓ2[i]、補正部１０の出力をＳ11[i
]、補正部１１の出力をＳ22[i]、飽和処理部１３の出力をＳ111[i]，Ｓ222とする。
【０１０４】
　補正部１０，１１における補正処理は、上述した第１実施形態と同様に、以下の式5-1-
1，5-1-2で表される。
【０１０５】
　　　Ｓ11[i]＝Ｓ1[i]－Hosei[i]　　　・・・式5-1-1
　　　Ｓ22[i]＝Ｓ2[i]＋Hosei[i]　　　・・・式5-1-2
　また、第４実施形態の飽和処理部１３における飽和処理は、以下の式5-2-1，5-2-2にお
ける関数Sat()として示される。
【０１０６】
　　　Ｓ111[i]＝Sat1(Ｓ11[i]，Ｓ22[i])　　　　・・・式5-2-1
　　　Ｓ222[i]＝Sat2(Ｓ11[i]，Ｓ22[i])　　　　・・・式5-2-2
　ここで、本来補正部１０，１１で行うべき補正量Hosei[i]に対し、飽和処理部１３で飽
和処理を施した結果、補正せずに残った分をHosei_Rest[i]とすると、これは以下の式5-3
のように表すことができる。
【０１０７】
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　　　Hosei_Rest[i]＝((Ｓ111[i]－Ｓ222[i])－(Ｓ11[i]－Ｓ22[i]))/2　　・・・式5-3

　このHosei_Rest[i]は、電荷蓄積抑制部１において仮想的に算出している電荷蓄積量Sum
[i]と、実際にデバイスに発生している電荷蓄積量の差異に相当する。したがって、Hosei
_Rest[i]を電荷量に換算し、未補正分としてフィードバックする必要がある。この電荷量
が、以下の式5-4で示すCharge2[i]である。
【０１０８】
　　　Charge2[i]＝2*Hosei_Rest[i]　　　・・・式5-4
　以上のようにcharge2[i]を定義しておき、第１実施形態における漸化式2-9に代えて、
第４実施形態では以下の漸化式5-5を用いることにより、補正量を制御する。
【０１０９】
　　　Sum[i+1]－Sum[i]＝charge[i]＋charge2[i]－α*Sum[i]　　　・・・式5-5
　以上のように第４実施形態では、飽和処理部１３において、サブフレームの画素値が許
容範囲を逸脱した場合に、これを該許容範囲内に収まるように補正する。すなわち、飽和
処理部１３においては結果的に、Ｓ11[i]，Ｓ22[i]に対し、飽和処理の影響を考慮して算
出された実補正量real_hosei[i]がそれぞれ減算，加算されるように、すなわち次式に示
すような補正が行われる。
【０１１０】
　　Ｓ111[i]＝Ｓ11[i]－real_hosei[i]　　・・・式5-6-1
　　Ｓ222[i]＝Ｓ22[i]＋real_hosei[i]　　・・・式5-6-2
　以上説明したように第４実施形態によれば、飽和処理部１３においてサブフレームの画
素値が許容範囲内に補正されるため、フレームメモリ８に再現されている蓄積状態と、実
際に液晶デバイス上で蓄積されている状態との差異を非常に小さくすることができる。し
たがって、上述した第１実施形態に対してさらに良好な動画像表示が可能となる。
【０１１１】
　＜第５実施形態＞
　以下、本発明に係る第５実施形態について説明する。上述した各実施形態では、第１サ
ブフレームと第２サブフレームのレベル差に比例して電荷が蓄積するという近似に基づき
、電荷蓄積抑制部１を構成した。なお、ここでレベル差とは、表示輝度のレベル差である
と考えることもできれば、画像データとしてのレベル差であると考えることもできる。し
かしながら実際には、電荷の蓄積しやすさは、画像のレベル差や、表示輝度のレベル差に
正確に比例するわけではなく、それらに対して所定の非線形の関係にある。そこで第５実
施形態においては、この非線形関係を考慮しながら第１，第２サブフレームを監視し、補
正を加えることを特徴とする。
【０１１２】
　図１６は、第５実施形態における「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」を実
現するための構成を示すブロック図である。第５実施形態は上述した各実施形態と同様に
、第１，第２サブフレームに表示すべき画像を監視して、それらに補正を加えるものであ
る。
【０１１３】
　第５実施形態では、まず第１，第２サブフレームのそれぞれに対して、非線形変換部５
１，５２において所定の非線形変換を施したＳv1[i]，Ｓv2[i]を差分検出部５に送る。こ
れがすなわち、第１の非線形変換となる。そしてさらに、積分部６で算出されたdischarg
e[i]について、これを単純に半分にするのではなく、所定の非線形変換を行う非線形変換
部５３，５４を通す。これがすなわち、第２の非線形変換であり、これによって各サブフ
レームに対する補正量Hosei1[i]，Hosei2[i]が算出される。そして、このHosei1[i]，Hos
ei2[i]に基づいて、補正部１０，１１で第１，第２サブフレームのそれぞれに対する補正
を行う。
【０１１４】
　以上説明した様に第５実施形態によれば、第１および第２のサブフレームのそれぞれに
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対して、電荷の蓄積度合いを示す非線形関係を考慮しながら、すなわち第１および第２の
非線形変換を施すことによって補正値を算出する。これにより、より正確な電荷蓄積抑制
を行うことができる。
【０１１５】
　＜他の実施形態＞
　以上、実施形態例を詳述したが、本発明は例えば、システム、装置、方法、プログラム
若しくは記録媒体(記憶媒体)等としての実施態様をとることが可能である。具体的には、
複数の機器（例えば、ホストコンピュータ、インタフェース機器、撮像装置、webアプリ
ケーション等）から構成されるシステムに適用しても良いし、また、一つの機器からなる
装置に適用しても良い。
【０１１６】
　尚本発明は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアプログラムを、システム
あるいは装置に直接あるいは遠隔から供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ
が該供給されたプログラムコードを読み出して実行することによっても達成される。なお
、この場合のプログラムとは、コンピュータ読取可能であり、実施形態において図に示し
たフローチャートに対応したプログラムである。
【０１１７】
　従って、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、該コンピュータにインス
トールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発明は、
本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【０１１８】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、OSに供給するスクリプトデータ等の形態であっても良い。
【０１１９】
　プログラムを供給するための記録媒体としては、以下に示す媒体がある。例えば、フロ
ッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、MO、CD-R
OM、CD-R、CD-RW、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM、DVD(DVD-ROM，DVD-R)な
どである。
【０１２０】
　プログラムの供給方法としては、以下に示す方法も可能である。すなわち、クライアン
トコンピュータのブラウザからインターネットのホームページに接続し、そこから本発明
のコンピュータプログラムそのもの(又は圧縮され自動インストール機能を含むファイル)
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードする。また、本発明のプログラムを構成す
るプログラムコードを複数のファイルに分割し、それぞれのファイルを異なるホームペー
ジからダウンロードすることによっても実現可能である。つまり、本発明の機能処理をコ
ンピュータで実現するためのプログラムファイルを複数のユーザに対してダウンロードさ
せるWWWサーバも、本発明に含まれるものである。
【０１２１】
　また、本発明のプログラムを暗号化してCD-ROM等の記憶媒体に格納してユーザに配布し
、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページから暗号
化を解く鍵情報をダウンロードさせることも可能である。すなわち該ユーザは、その鍵情
報を使用することによって暗号化されたプログラムを実行し、コンピュータにインストー
ルさせることができる。
【０１２２】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
形態の機能が実現される。さらに、そのプログラムの指示に基づき、コンピュータ上で稼
動しているOSなどが、実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した
実施形態の機能が実現され得る。
【０１２３】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
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ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、
実行されることによっても、前述した実施形態の機能が実現される。すなわち、該プログ
ラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPUなどが実際の
処理の一部または全部を行うことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】本発明に係る第１実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図２】第２実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図３】第１実施形態における入力フレームとサブフレームの画像について、時間軸に沿
った波形例を示す図である。
【図４Ａ】従来の「空間周波数分離によるサブフレーム表示方式」における輝度波形例を
示す図である。
【図４Ｂ】図４Ａをそのまま倍速フレーム反転した場合の輝度波形を示す図である。
【図５】第１実施形態における画像パターン例を示す図である。
【図６】第１実施形態において図５の画像パターンにおけるcharge[i]の推移を示す図で
ある。
【図７】第１実施形態における電荷の累積値Sum[i]，discharge[i]の推移（α=0.1）を示
す図である。
【図８】第１実施形態における電荷の累積値Sum[i]，discharge[i]の推移（α=0.01）を
示す図である。
【図９】第１実施形態における電荷の累積値Sum[i]，discharge[i]の推移（α=0.5）を示
す図である。
【図１０】第１実施形態におけるフレーム交流駆動の波形例を示す図である。
【図１１】第３実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１２】第３実施形態におけるフレーム交流駆動の波形例を示す図である。
【図１３】第３実施形態において図５の画像パターンにおけるcharge[i]の推移を示す図
である。
【図１４】第３実施形態における電荷の累積値Sum[i]，discharge[i]の推移（α=0.1）を
示す図である。
【図１５】第４実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１６】第５実施形態の画像処理装置の構成を示すブロック図である。
【図１７】従来の表示画像データを作成する画像処理装置の構成を示すブロック図である
。
【図１８】本出願人によって提案されている、「空間周波数分離によるサブフレーム表示
方式」を実現する構成例を示すブロック図である。
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【図１４】 【図１５】
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